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介
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齢
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付
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業
経
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維
持
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資
金
利
子
補
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業
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要
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一
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三

公
有
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免
許
の
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漁
場
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備
課
）

四

国
土
調
査
の
指
定

（
用

地
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策

課
）

四

公

告
平
成
十
五
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
実
施

（
薬

事

衛

生

課
）

五

都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
縦
覧

（
都

市

計

画

課
）

六

告

示

島
根
県
告
示
第
五
百
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
五
百
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
工
事
完
了
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
五
百
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
工
事
完
了
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

平成15年 6 月 3 日 第1,475号島 根 県 報

毎
週
火

金
曜
日
発
行

〇

〇

第
一
、
四
七
五
号

平
成
十
五
年
六
月
三
日

（
火
曜
日
）

事
業
者
の
名
称

指
定
し
た

事

業

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

社
会
福
祉
法
人

千
鳥
福
祉
会

訪
問
介
護

千
鳥
福
祉
会
ケ
ア
セ

ン
タ
ー
大
空

松
江
市
東
持
田
町

一
四
一
五
番
地

平
成
十
五
年
六
月

一
日

事
業
主
体
名

事

業

名

完
了
年
月
日

熊
山
地
区
農
道
事
業（
地
す
べ
り
関
連
事
業
）
平
成
十
五
年
三
月
二
十
五
日

松
江
市
土
地
改
良

区

上
寄
地
区
農
道
事
業（
地
す
べ
り
関
連
事
業
）
平
成
十
五
年
一
月
三
十
一
日

仲
田
下
地
区
用
排
水
施
設
事
業

（
た
め
池
等
整
備
事
業
）

平
成
十
五
年
二
月
十
四
日



（ 2 ）

島
根
県
告
示
第
五
百
十
五
号

島
根
県
漁
業
近
代
化
資
金
等
利
子
補
給
金
交
付
要
綱
（
平
成
十
三
年
島
根
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

別
表
第
二
中

平成15年 6 月 3 日 第1,475号島 根 県 報

事
業
主
体
名

事

業

名

完
了
年
月
日

宮
の
谷
地
区
区
画
整
理
事
業

（
基
盤
整
備
促
進
事
業
）

平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

能
義
郡
広
瀬
町
土

地
改
良
区

牧
谷
東
地
区
区
画
整
理
事
業

（
非
補
助
土
地
改
良
事
業
）

平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

八
方
原
地
区
区
画
整
理
事
業

（
非
補
助
土
地
改
良
事
業
）

平
成
十
五
年
四
月
十
日

「
年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

（
新
規
着
業
者
に

貸
し
付
け
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
年

一

二
五
パ
ー
セ

ン
ト
）

年
一

〇
五
パ
ー

セ
ン
ト

（
新
規
着
業
者
に

貸
し
付
け
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
年

一

〇
五
パ
ー
セ

ン
ト
）

年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
〇

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

（
新
規
着
業
者
に

貸
し
付
け
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
年

一

二
五
パ
ー
セ

ン
ト
）

年
一

〇
五
パ
ー

セ
ン
ト

（
新
規
着
業
者
に

貸
し
付
け
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
年

一

〇
五
パ
ー
セ

ン
ト
）

年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
〇

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
一

〇
五
パ
ー

セ
ン
ト

（
新
規
着
業
者
に

貸
し
付
け
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
年

一

二
五
パ
ー
セ

ン
ト
）

（
新
規
着
業
者
に

貸
し
付
け
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
年

一

〇
五
パ
ー
セ

ン
ト
）

年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
一

〇
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
一

〇
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
一

〇
五
パ
ー

セ
ン
ト

－
－

年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
〇

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
一

〇
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
〇

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

五
パ
ー
セ

ン
ト

」
を

「
年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

（
新
規
着
業
者
に

貸
し
付
け
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
年

一

二
五
パ
ー
セ

ン
ト
）

年
一

〇
五
パ
ー

セ
ン
ト

（
新
規
着
業
者
に

貸
し
付
け
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
年

一

〇
五
パ
ー
セ

ン
ト
）

年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
〇

六
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
〇

六
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

（
新
規
着
業
者
に

貸
し
付
け
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
年

一

二
五
パ
ー
セ

ン
ト
）

年
一

〇
五
パ
ー

セ
ン
ト

（
新
規
着
業
者
に

貸
し
付
け
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
年

一

〇
五
パ
ー
セ

ン
ト
）

年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
〇

六
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
〇

六
五
パ
ー

セ
ン
ト

一

二
五
パ
ー
セ

ン
ト

（
新
規
着
業
者
に

貸
し
付
け
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
年

年
一

〇
五
パ
ー

セ
ン
ト

（
新
規
着
業
者
に

貸
し
付
け
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
年
年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
一

〇
五
パ
ー

セ
ン
ト

に
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改
め
る
。附

則

1

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
五
年
六
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
島
根
県
漁
業
近
代
化
資
金
等
利
子
補
給
金
交
付
要
綱
の
規
定
は
、
平
成

十
五
年
五
月
二
十
三
日
以
後
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
資
金
（
以
下
「
島
根

県
漁
業
近
代
化
資
金
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
島
根
県
漁

業
近
代
化
資
金
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

島
根
県
告
示
第
五
百
十
六
号

島
根
県
漁
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
事
業
実
施
要
綱
（
平
成
十
三
年
島
根
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

附

則

1

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
五
年
六
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
島
根
県
漁
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
事
業
実
施
要
綱
の
規
定
は
、
平

成
十
五
年
五
月
二
十
三
日
以
後
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
島
根
県
漁
業
近
代
化
資
金
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
島
根
県
漁
業
近
代
化
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

島
根
県
告
示
第
五
百
十
七
号

島
根
県
漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
利
子
補
給
事
業
実
施
要
綱
（
平
成
十
三
年
島
根
県
告
示
第
二
百
六
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

第
五
条
第
二
号
中
「
〇

九
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
〇

七
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

附

則

1

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
五
年
六
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
島
根
県
漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
利
子
補
給
事
業
実
施
要
綱
の
規
定

は
、
平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日
以
後
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
島
根
県
漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
に
つ

い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
島
根
県
漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。
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一

二
五
パ
ー
セ

ン
ト
）

一

〇
五
パ
ー
セ

ン
ト
）

年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
一

〇
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
一

〇
五
パ
ー

セ
ン
ト

－
－

年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
〇

六
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
〇

六
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
一

〇
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
一

二
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
〇

六
五
パ
ー

セ
ン
ト

年
〇

六
五
パ
ー

セ
ン
ト

」

別
表
中

を

「

」

「

に
改
め
る
。

」

年
〇

九
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
一

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
〇

九
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
〇

九
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
〇

九
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
〇

九
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
〇

九
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
〇

九
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
〇

七
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
〇

八
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
〇

七
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
〇

七
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
〇

七
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
〇

七
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
〇

七
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

年
〇

七
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
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島
根
県
告
示
第
五
百
十
八
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
有
水

面
埋
立
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
縦
覧
場
所
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
三
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

出
願
人

松
江
市
殿
町
一
番
地

島
根
県

代
表
者

島
根
県
知
事

澄
田
信
義

二

埋
立
区
域
及
び
埋
立
に
関
す
る
工
事
施
行
区
域

1

埋
立
区
域

（ ）1

位
置

簸
川
郡
大
社
町
大
字
杵
築
北
三
五
四
三
番
地
の
地
先
公
有
水
面

（ ）2

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑧
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ

た
区
域
。

①
の
地
点

大
社
漁
港
漁
港
原
点
（
北
緯
三
五
度
二
四
分
一
三

一
三
秒
、
東
経
一
三
二
度
三

九
分
五
九

三
四
秒
）
か
ら
二
一
七
度
四
九
分
三
二
秒
、
三
五
二

七
一
メ
ー
ト
ル

の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
よ
り
一
〇
九
度
〇
二
分
〇
三
秒
、
七

三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
よ
り
一
九
九
度
〇
二
分
〇
三
秒
、
三

一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
よ
り
一
〇
九
度
〇
二
分
〇
三
秒
、
一
〇
一

七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
よ
り
一
九
度
〇
二
分
〇
三
秒
、
三

一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
よ
り
一
〇
九
度
〇
二
分
〇
三
秒
、
一

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
よ
り
一
九
九
度
〇
二
分
〇
三
秒
、
二
一

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
よ
り
二
八
九
度
〇
二
分
一
一
秒
、
一
一
〇

〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（ ）3

面
積

一
九
九
五

一
四
平
方
メ
ー
ト
ル

2

埋
立
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

（ ）1

位
置

簸
川
郡
大
社
町
大
字
杵
築
北
三
五
四
三
番
地
及
び
三
五
四
三
番
地
地
先
公
有
水
面

（ ）2

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
ア
の
地
点
と
エ
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ

た
区
域

ア
の
地
点

大
社
漁
港
漁
港
原
点
（
北
緯
三
五
度
二
四
分
一
三

一
三
秒
、
東
経
一
三
二
度
三

九
分
五
九

三
四
秒
）
か
ら
二
四
二
度
五
二
分
二
六
秒
、
一
六
三

六
六
メ
ー
ト
ル

の
地
点

イ
の
地
点

ア
の
地
点
よ
り
一
〇
九
度
〇
〇
分
二
七
秒
、
一
五
五

六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ウ
の
地
点

イ
の
地
点
よ
り
一
九
八
度
五
九
分
〇
〇
秒
、
二
三
七

〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

エ
の
地
点

ウ
の
地
点
よ
り
二
八
八
度
五
四
分
三
六
秒
、
一
五
五

六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（ ）3

面
積

三
六
、
九
一
九

六
一
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

四

出
願
年
月
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
二
日

五

閲
覧
場
所

農
林
水
産
部
漁
港
漁
場
整
備
課
、
松
江
水
産
事
務
所
及
び
大
社
町
役
場

島
根
県
告
示
第
五
百
十
九
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
地
籍
調
査

を
国
土
調
査
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義
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公

告

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五
年
度
毒
物

劇
物
取
扱
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年

厚
生
省
令
第
四
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

試
験
日
時

平
成
十
五
年
七
月
二
十
四
日
（
木
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
十
分
ま
で

二

試
験
場
所

松
江
会
場

松
江
市
東
津
田
町
一
七
四
一
番
地
一

松
江
合
同
庁
舎

大
田
会
場

大
田
市
長
久
町
長
久
ハ
七
番
地
一

大
田
集
合
庁
舎

浜
田
会
場

浜
田
市
片
庭
町
二
五
四
番
地

浜
田
合
同
庁
舎

三

試
験
の
種
類

1

一
般
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

2

農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

3

特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

四

試
験
科
目

1

筆
記
試
験

ア

毒
物
及
び
劇
物
に
関
す
る
法
規

イ

基
礎
化
学

ウ

毒
物
及
び
劇
物
（
農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施

行
規
則
別
表
第
一
に
掲
げ
る
毒
物
及
び
劇
物
、
特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は

同
規
則
別
表
第
二
に
掲
げ
る
劇
物
に
限
る
。
）
の
性
質
及
び
貯
蔵
そ
の
他
取
扱
方
法

2

実
地
試
験

毒
物
及
び
劇
物
の
識
別
及
び
取
扱
方
法
（
記
述
式
に
よ
る
。
）

五

受
験
願
書
の
請
求
先

住
所
地
を
管
轄
す
る
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
隠
岐
郡
に
つ
い
て
は
隠
岐
支
庁
健
康
福
祉
局
）
に
請
求

す
る
こ
と
。

な
お
、
県
外
居
住
者
は
、
島
根
県
健
康
福
祉
部
薬
事
衛
生
課
（
〒
六
九
〇－

〇
八
八
七
松
江
市
殿
町

百
二
十
八
番
地
）
に
請
求
す
る
こ
と
。
郵
送
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
願
書
請
求
」
と
朱
書
し
、

八
十
円
切
手
を
は
っ
た
、
あ
て
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
す
る
こ
と
。

六

受
験
願
書
の
受
付
期
間

平
成
十
五
年
六
月
四
日
（
水
）
か
ら
同
年
六
月
十
七
日
（
火
）
ま
で

な
お
、
郵
送
の
場
合
は
、
六
月
十
七
日
付
け
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
を
有
効
と
す
る
。

七

受
験
願
書
等
の
提
出
先

住
所
地
を
管
轄
す
る
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
隠
岐
郡
に
つ
い
て
は
隠
岐
支
庁
健
康
福
祉
局
）
へ
提
出

す
る
こ
と
。

な
お
、
県
外
居
住
者
は
、
島
根
県
健
康
福
祉
部
薬
事
衛
生
課
へ
提
出
す
る
こ
と
。

八

提
出
書
類

1

受
験
願
書
（
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
一
年
島
根
県
規
則
第
五
十
一
号
）
第

十
二
号
様
式
に
よ
る
こ
と
）
正
副
二
通

2

写
真
（
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
上
半
身
、
脱
帽
、
縦
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
四
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
、
受
験
票
（
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
島
根
県

告
示
第
二
百
号
）
第
二
号
様
式
に
よ
る
こ
と
。
）
に
貼
り
付
け
、
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載

し
た
も
の
一
通

九

受
験
手
数
料

一
万
五
百
円
に
相
当
す
る
額
の
島
根
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
の
正
本
に
貼
り
納
め
る
こ
と
。

こ
の
収
入
証
紙
に
は
、
消
印
し
な
い
こ
と
。

な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
験
手
数
料
は
返
還
し
な
い
。

十

合
格
者
の
発
表

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日
（
金
）
に
島
根
県
庁
前
の
掲
示
板
、
隠
岐
支
庁
及
び
各
健
康
福
祉
セ
ン

平成15年 6 月 3 日 第1,475号島 根 県 報

国
土
調
査
と
し
て

指
定
し
た
年
月
日

調
査
を
行
う

者
の
名
称

調

査

地

域

調

査

期

間

平
成
十
五
年
五
月
二

十
二
日

吉

田

村

吉
田
村
大
字
吉
田
字
菅
谷

告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五

年
九
月
三
十
日
ま
で



（ 6 ）

タ
ー
に
掲
示
し
て
行
う
ほ
か
、
合
格
者
に
は
合
格
証
を
交
付
す
る
。

十
一

そ
の
他

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
最
寄
り
の
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
隠
岐
郡
に
つ
い
て
は
隠

岐
支
庁
健
康
福
祉
局
）
又
は
島
根
県
健
康
福
祉
部
薬
事
衛
生
課
薬
事
係
（
電
話
（
松
江
）
二
二－

五

二
五
九
）
に
す
る
こ
と
。

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
十
五
年
六
月
三
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

都
市
計
画
の
種
類

六
日
市
都
市
計
画
ご
み
処
理
場

二

縦
覧
場
所

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課

平
成
十
五
年
六
月
三
日
印
刷

平
成
十
五
年
六
月
三
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

印

刷

松
江
市
殿
町

松
江
市
学
園
南

島

根

県

庁

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円
（
送
料
共
）

毎
週
火

金
曜
日
発
行
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